
                              議案第４６号  

 

       専 決 処 分 事 項 の 承 認 に つ い て        

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、令和   

５年度鹿沼市一般会計補正予算（第１３号）について、別紙のとおり専決処分をし

たので、同条第３項の規定により報告し、承認を求める。  

  令和６年７月２日提出 

                    鹿沼市長 松 井 正 一      



                               専決第６号  

 

            専  決  処  分  書             

 

       令和５年度鹿沼市一般会計補正予算（第１３号）に         

       ついて 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別紙の

とおり専決処分をする。 

  令和６年３月３１日 

                     鹿沼市長 佐 藤  信      



       令和５年度鹿沼市一般会計補正予算（第１３号）        

 

 令和５年度鹿沼市の一般会計の補正予算（第１３号）は、次に定めるところによ

る。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 231,340 千円を減額し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ 45,361,092 千円とする。 

２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。  

（繰越明許費の補正） 

第２条 繰越明許費の追加は、「第２表 繰越明許費補正」による。 

 （地方債の補正） 

第３条 地方債の変更は、「第３表 地方債補正」による。 



第１表　歳入歳出予算補正

　歳　入 (単位：千円)

1 市税 14,910,458 51,129 14,961,587

1 市民税 6,299,547 65,151 6,364,698

3 軽自動車税 356,812 △14,022 342,790

2 地方譲与税 504,837 595 505,432

1 地方揮発油譲与税 104,000 △3,691 100,309

2 自動車重量譲与税 298,000 4,407 302,407

3 森林環境譲与税 102,837 △121 102,716

3 利子割交付金 3,998 △981 3,017

1 利子割交付金 3,998 △981 3,017

4 配当割交付金 70,000 65 70,065

1 配当割交付金 70,000 65 70,065

5 株式等譲渡所得割交付金 82,000 △840 81,160

1 株式等譲渡所得割交付金 82,000 △840 81,160

6 法人事業税交付金 200,000 29,354 229,354

1 法人事業税交付金 200,000 29,354 229,354

7 地方消費税交付金 2,400,000 34,467 2,434,467

1 地方消費税交付金 2,400,000 34,467 2,434,467

8 ゴルフ場利用税交付金 198,000 △16,825 181,175

1 ゴルフ場利用税交付金 198,000 △16,825 181,175

9 環境性能割交付金 43,000 9,137 52,137

1 環境性能割交付金 43,000 9,137 52,137

10 地方特例交付金 95,423 18,113 113,536

2
新型コロナウイルス感染症対
策地方税減収補填特別交付金

1 18,113 18,114

款 項 補正前の額 補 正 額 計



(単位：千円)

11 地方交付税 6,281,232 247,845 6,529,077

1 地方交付税 6,281,232 247,845 6,529,077

13 分担金及び負担金 254,598 △27,873 226,725

1 負担金 254,598 △27,873 226,725

14 使用料及び手数料 878,247 △84,994 793,253

1 使用料 464,846 △29,694 435,152

2 手数料 413,401 △55,300 358,101

15 国庫支出金 8,905,068 △205,916 8,699,152

1 国庫負担金 5,135,690 △195,115 4,940,575

2 国庫補助金 3,748,433 △16,569 3,731,864

3 委託金 20,945 5,768 26,713

16 県支出金 3,372,497 △80,244 3,292,253

1 県負担金 2,060,131 △28,999 2,031,132

2 県補助金 1,102,377 △51,245 1,051,132

18 寄附金 924,052 △142,662 781,390

1 寄附金 924,052 △142,662 781,390

19 繰入金 1,293,324 △56,053 1,237,271

2 基金繰入金 1,289,179 △56,053 1,233,126

21 諸収入 1,942,434 18,143 1,960,577

4 雑入 711,241 18,143 729,384

22 市債 1,815,700 △23,800 1,791,900

1 市債 1,815,700 △23,800 1,791,900

45,592,432 △231,340 45,361,092

款 項 補正前の額 補 正 額 計

 歳　　　　　　入　　　　　　合　　　　　　計 



　歳　出 (単位：千円)

2 総務費 6,457,700 666,626 7,124,326

1 総務管理費 5,712,739 666,626 6,379,365

3 民生費 17,375,075 △315,646 17,059,429

1 社会福祉費 9,224,750 △31,406 9,193,344

2 児童福祉費 6,852,314 △217,240 6,635,074

3 生活保護費 1,297,661 △67,000 1,230,661

4 衛生費 5,215,713 △491,804 4,723,909

1 保健衛生費 2,451,681 △485,897 1,965,784

2 清掃費 2,764,032 △5,907 2,758,125

6 農林水産業費 1,193,372 △27,053 1,166,319

1 農業費 757,234 △8,701 748,533

2 林業費 436,138 △18,352 417,786

7 商工費 2,351,961 △7,863 2,344,098

1 商工費 2,351,961 △7,863 2,344,098

9 消防費 1,384,579 △4,920 1,379,659

1 消防費 1,384,579 △4,920 1,379,659

10 教育費 4,357,165 △44,644 4,312,521

1 681,687 △11,000 670,687

2 989,512 △12,000 977,512

3 467,972 △16,821 451,151

5 1,754,399 △4,823 1,749,576

12 公債費 3,355,922 △14,729 3,341,193

1 3,355,922 △14,729 3,341,193

14 予備費 302,999 8,693 311,692

1 予備費 302,999 8,693 311,692

45,592,432 △231,340 45,361,092

款 項 補正前の額 補 正 額 計

教育総務費

小学校費

中学校費

保健体育費

公債費

 歳　　　　　　出　　　　　　合　　　　　　計 



第２表  繰越明許費補正 

（単位：千円） 

款 項 事  業  名 金  額 

４ 衛 生 費 

１ 保 健 衛 生 費 公共設置型浄化槽施設維持管理費 4,224 

２ 清 掃 費 ご み 処 理 施 設 維 持 費 24,200 

 



第３表 地方債補正 

                                         （単位：千円） 
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